
事案の概要
　ＸはＡと結婚し子も生まれたが、約14年後に
別居した（Ｘが転居した）。本件はＸとＡが別居
中（後に離婚）に発生した。
　2005年にＸはＹ１、Ｙ２とそれぞれクレ
ジットカード契約を締結し、本会員として、それ
ぞれ2016年当時利用限度額無制限のカード
と、同利用限度額300万円のカードの貸与を受
けた。またＡを家族会員として家族カード（以
下、それぞれα、βとする）の貸与を受けていた。
　2016年10月６日及び同月24日にα・βを利
用した以下の①～⑦の取引がされた（本件カー
ド利用）。しかしα・βは④、⑦の後にはＡの財布
内にあった。また各日ともＡの姪ＢがＡ自宅に
来ていたが、その間15～20分ほど不在であっ
たとされる。Ｂはカード使用を否認した。

　①～④の利用代金明細書の送付により、Ｘは
上記の利用を知り、高額であるためＡに尋ねた
ところ、身に覚えがない、同日Ｂが遊びに来たの
できっとＢが使用したものである、との回答を
得た。そこで11月１日頃、ＸはＹ１及びＹ２に
電話で、Ｃでのカード利用はＡに覚えがなく、Ｂ
が盗用したと思われる旨連絡した。しかし、
Ｙ１、Ｙ２は、いずれも利用代金の支払いを求め
た（Ｙ１の規約は、カードの紛失・盗難等による
他人のカード使用に起因して生じる一切の債務
は会員が負うとしつつ、連絡や警察への届け出、
所定の手続き等をした場合には、連絡受理日の
60日前以降に発生した損害の支払いを免除す
る旨が定められていた。ただし、Ｙ１は会員の関
係者［詳細は「理由」参照］が紛失・盗難等に関与
又は不正使用した場合は対象外としていた。Ｙ
２も規約において同様に定めていたが［除外さ

れる者の詳細は「解説」参照］、Ｙ２は不正利用に
よる損害を填補するとしていた）。結局Ｘは全額
支払ったため、Ｙ１、Ｙ２に対し、それぞれ、③
⑥、②の全額と遅延損害金の支払いを求め提訴
した。請求理由はＹ１に対しては支払い免除を
しなかった債務不履行による損害賠償請求又は
不当利得の返還、Ｙ２に対しては損害填補義務
違反による債務不履行に基づく損害賠償又は不
当利得の返還である。本判決はいずれも不当利
得の返還義務を認めた。
　本稿では以下の争点につき検討する。
（１）②③⑥は盗難されたα・βが使用されて行

われたものであるか。
（２）③⑥につき、Ｙ１規約所定の支払い免除の

除外事由が存するか。
（３）②につき、Ｙ２規約所定の損害填補の除外

事由が存するか。

理由
１．争点（１）
･ 本件カード利用の状況について
　①④⑤⑦のタクシー利用の場所や金額から、
甲から乙（Ａ自宅所在地）経由で丙（Ｃ所在地）へ
移動し、Ｃで未払い代金を支払い、その後丙から
乙へタクシー移動したと認めた。次いで、①③④
⑥の売上票の署名の筆跡が酷似しており、①～
④・⑤～⑦は各１時間以内の利用であったので、
①～⑦は同一人物による利用であるとした。ま
たα・β裏面や本件以外のカード利用時のＡの
署名と比較すると明らかに筆跡が異なるとし
て、本件カード利用はＡ以外の人物が行ったと
した。α・βの支払い明細には、②③⑥を除き、ホ
ストクラブ利用代金支払いに用いられた形跡は
なく、②③⑥はＡによるＣ利用代金の支払いと
は考え難いとした。加えて、Ａが600万円超のホ
ストクラブの未払い飲食代金支払いのために他
人にα・βを交付する合理的な理由はなく、その
上αは限度額無制限であるのに②③⑥はα・β
双方を使用し３回にわたり決済しているので、

α・βに関する契約内容を知らない人物が②③
⑥を行ったとした。これらの事情から、Ａの承諾
を得ることなくα・βを入手したＡ以外の人物
が、甲からＡ自宅経由でＣにタクシーで向かい、
Ｃで過去の未払い飲食代金を清算後、Ａ自宅ま
でタクシーで移動し、α・βを利用してこれら決
済取引を行ったとした。
･ 本件カード利用を行った人物について
　①⑤直前の時点の乙近隣でのα利用時の各署
名を、α裏面のＡ署名と比較すると、いずれもＡ
本人によるものと認められ、少なくともその時
点ではＡがαを所持・利用していたとした。そし
て本件カード利用が行われた時間帯の６日21～22
時頃、24日19～20時頃のいずれも、ＢがＡ自宅
に滞在し、玄関あるいはリビングに置かれたＡ
のかばん内の財布に入ったα・βを入手する機
会があり、またＡによるαの上記各利用から本
件カード利用がなされるまでの間に、α・βを入
手して①～⑦に用いた上、再びＡの手元に戻す
機会があった人物がＢ以外に存在することは何
ら窺えないとして、α・βを盗用して①～⑦に関
与したのがＢであることが強く推認されるとし
た。これに加え、ＢがＣの常連客として2016年
７月頃から週３回程度の頻度で来店し、未払い
飲食代金も相当な額に上っていたこと、６日・
24日ともＢが屋外に出た時間は短時間である
ことから、Ｂは、６日及び24日、Ａの自宅滞在中
に、Ａの承諾を得ずにα・βを抜き取った上、家
の外に出て知人等の第三者にα・βを交付して、
ＣでＢの未払い飲食代金の清算をするよう依頼
して本件カード利用が行われたものと推認され
るとした。
２．争点（２）
･ 「会員の関係者」による支払いであるか
　Ｙ１は、本件カード利用は「会員の関係者」に
よる支払いであるから、規約（「会員の家族、同居
人、留守人その他会員の委託を受けて身の回り
の世話をする者等、会員の関係者が紛失、盗難等
に関与し、または不正使用した場合」を支払い免

除の対象外の事由とする旨の定め）により支払
い免除対象にならない旨主張する。
　しかし、Ｙ１規約には、上記「会員の関係者」の
意味内容を具体的に定義した定めは存在しない
ところ、Ｙ１は、クレジットカードの不正利用の
リスクを会員に配分する観点から、会員と一定
の関係性のある人物による不正利用を支払い免
除対象から除外する規定であること、「会員の関
係者」として規約に会員の家族等の例示があり、
これらはいずれも会員と共同生活を営むなどし
て社会生活上密接な関係にある者であることか
らすると、上記「会員の関係者」についても、例示
された会員の家族等に準じる程度に社会生活上
密接な関係にある者を指すものと解される。し
かしＢは、Ａの姉の子であるというにとどまり、
本件カード利用当時、ＸやＡと同居も生計を一
にもしておらず、Ａの自宅に月に１回程度遊び
に来るという関係にあったに過ぎないので、Ｘ
あるいはＡの家族、同居人等に準じる程度に社
会生活上密接な関係にあったものとは認められ
ず、Ｙ１規約にいう「会員の関係者」とは言えな
いとした。
･ Ｙ１規約上の管理義務又は届出義務に違反
した状態で生じた盗難であるか

　Ｙ１規約は、「本規約に違反している状況にお
いて紛失、盗難等が生じた場合」を支払い免除の
対象外事由とする旨定めているところ、Ｙ１は、
１）ＸＡの夫婦関係破綻後も、ＸがＡにαを持た
せていたことは、カード管理を第三者に委ねる
ことに該当し、ＸはＡからαを取り戻さなけれ
ばならなかった、２）家族会員等に変更が生じた
場合に該当するため、Ｘは届け出をしなければ
ならなかった、３）ＡがＢにαのある場所を知ら
れていたとして、本件カード利用は、ＸまたはＡ
の管理・届出義務違反状態で生じた盗難で、支払
い免除対象とならない旨主張した。
　しかし、１）については、家族会員である配偶
者に家族カードが貸与されている場合に、当該
配偶者と別居しあるいは婚姻関係が破綻した際

の家族カード返却義務を定めた規定は存在しな
いし、Ａは別居前後を通じて無職で、食費、光熱
費等を含む日常の生活費を、主にα・βを含むＸ
名義のクレジットカード契約に基づく家族カー
ドにより支払っていたことが認められるとこ
ろ、夫婦は、互いに協力し扶助しなければならず
（民法752条）、別居した場合でも、自己と同程度
の生活を保障するいわゆる生活保持義務を負う
ので、2016年10月当時、家族会員であるＡの、
日常的な生活費の支払いのためのα使用が家族
カード貸与の趣旨に反しないとして、Ｘの管理
義務違反はないとした。そもそも、婚姻関係の破
綻の有無は法的評価を含み、婚姻関係の当事者
にさえ必ずしも一義的に明らかな事柄ではない
ことも理由としている。２）についても、婚姻関
係破綻の場合の届け出について具体的に規約に
は定められておらず、婚姻関係の破綻の有無は、
法的評価を含み、必ずしも一義的に明らかでは
ないことを考慮すると、届出義務を負わないと
した。３）については、Ｂは、αがＡのかばん内の
財布にあることを何らかの機会に知り、αを盗
用したものと考えられるが、クレジットカード
を財布の中に入れ、その財布をかばんの中に入
れること自体はカードの通常の使用方法であ
り、自宅においてカードの入った財布をかばん
の中に入れて置いておくことが特段盗難の危険
性が高いということもできないので、Ａが規約
による管理義務を怠ったとは言えないとした。
この他に、Ｘが別居時に自身の住所変更をして
おらず、この点は規約違反であるが、本判決は、
Ｂの家族カード盗用と、Ｘの住所変更届出の有
無の間に関連性がないとして免除の対象外とは
ならないとした。
３．争点（３）
　争点（３）は、争点（２）と概ね同じ理由で、填補
義務発生の除外事由の存在を否定した。ここで
はＡの重過失や善管注意義務違反の有無も判断
され、前記３）の事情と、Ｂは長年Ａと交流があ
り、当時Ｂが月１回程度Ａの自宅に遊びに来る

ことがあったが、過去のＢのＡ所持品無断持ち
去り等は窺われず、Ｂのα・β盗用は容易に想定
し難い事態であったというべきで、またα・βの
自宅外持ち出しは１時間にも満たず、Ｂ自身は
15～20分程度外に出ただけであったので、夕
食の準備をしてＢや子と夕食をとっていたＡが
カード持ち出しに気付くことも困難であったと
して、Ａがα・βをＢの訪問時に自身の目の届く
場所やＢの出入りできない場所に置くべき義務
まで負わず、Ｂの盗用につきＡに重過失はない
とした。

解説
１．事実認定について
　クレジットカードの不正利用事案の場合、不
正利用の立証が難しい場合がある。争点（１）は、
立証のための情報収集においてどのような事項
に注目すべきか、参考になる。
２．クレジットカード不正利用の支払い免除等
について

　クレジットカードの不正利用につき、多くの
カード規約は、原則として会員が支払い義務を
負うとしつつ、一定の場合には支払わずに済む
規定を置くが、除外事由も存在し、本件ではこの
除外事由の有無が問題となった。具体的には、家
族等による不正使用と、別居や婚姻関係破綻の
場合の配偶者の家族カードの取扱いである。
　家族等による不正使用として、Ｙ１は「理由」
記載の場合を、Ｙ２は「会員の家族・同居人・当社
から送付したカードまたはチケット等の受領の
代理人による不正使用に起因する場合」を除外
事由として規約に定めているが、いずれも対象
者の範囲が明確とは言えない。義姪は親族だが、
「会員の家族」かは不明である。本判決は、Ｙ１、
Ｙ２ともに、「クレジットカードの不正利用のリ
スクを会員に配分する観点から、会員と一定の
関係性のある人物による不正利用」を対象から
除外する規定であること、そして例示や併記さ
れている者から、Ｙ１の「会員の関係者」を「例示
された会員の家族等に準じる程度に社会生活上

密接な関係にある者」とし、Ｙ２の「会員の家族」
を「会員と共同生活を営み、社会生活上密接な関
係にある親族」と解し、これを基準に判断した。
判決が「社会生活上密接な関係」概念をもとに、
親族であるかだけでなく、同居の有無なども判
断材料として検討したことには合理性がある。
なおＹ２は、カード保管場所に会員の同伴なく
単独で出入りすることが許容される程度に社会
生活上密接な関係にある親族を指すと主張した
が、判決は、ＢがＡ宅の鍵を預かるなどして自由
に出入りできたわけでもなく、Ａが自宅にいる
際にあらかじめ了解を得て遊びに来るという程
度の関係であり、ＡがＢにカード保管場所を教
えたわけでもないなどとして、Ｂは該当しない
としている。この点も参考になろう。本判決のよ
うに、クレジットカードの家族利用に関し「社会
生活上密接な関係」を用いた判決として参考判
例①、参考判例②がある。
　別居中あるいは婚姻関係が破綻した配偶者が
家族カードを保有する場合の、管理義務・届出義
務についての判断理由も非常に説得力があり、
首肯できる。判決指摘の通り、別居や婚姻関係の
破綻は法的価値判断を含み、義務発生の基準と
して適切に機能するか疑問が残る。ただし本判
決は別居等を理由とする家族カード返還義務や
届出義務が規約にないことも判断根拠にしてお
り、これを受けて、もしもこれらが規約に定めら
れたときには注意が必要である。

 参考判例
①さいたま地方裁判所平成19年６月１日判決
　（裁判所ウェブサイト）
②札幌地方裁判所平成７年８月30日判決
　（判例タイムズ902号119頁）
③東京地方裁判所平成28年５月17 日判決
　（LEX/DB25534060）
④大阪地方裁判所平成５年10月18日判決
　（判例タイムズ845号254頁、判例時報1488号
122頁）

暮らしの判例
国民生活センター 消費者判例情報評価委員会

消費者問題を考えるうえで参考になる判例を解説します

Ｘ：原告（消費者）
Ｙ１：被告（クレジットカード発行会社）
Ｙ２：被告（クレジットカード発行会社）
Ａ：Ｘの妻
Ｂ：Ｘの姪（Ａの姉の子）
Ｃ：飲食店（ホストクラブ）

　クレジットカードの家族カードを、カード会員Ｘの別居中の妻が使用していたとこ
ろ、妻の姪がこれを持ち出し、姪利用のホストクラブの未払い飲食料代金の支払いに
使用したのちに、元の場所に戻した。Xが、カード会社に対し義姪の不正使用を主張
し支払い義務免除等を求めたが、会社は家族の不正使用として免除等を認めず、Xが
請求額を支払った。そこでXが支払い額を不
当利得としてカード会社に対し返還を求め
提訴し、認められたケース。
（東京地方裁判所令和４年３月25日判決、
金融商事判例1658号32頁）

義姪がクレジットカードの家族カードを不正利用した事例

23

国民生活
2025.10

・10月６日 21～22時頃

① β　甲⇒乙⇒丙のタクシー利用 　　5,140円

② β　Ｃでの過去の飲食代金 　794,200円

③ α　Ｃでの過去の飲食代金 4,752,000円

④ β　丙⇒乙のタクシー利用 　　 2,080円

・10月24日 19～20時頃

⑤ α　甲⇒乙⇒丙のタクシー利用 　 4,870円

⑥ α　Ｃでの過去の飲食代金 761,200円

⑦ α　タクシー利用（詳細不明） 　 2,260円

（乙はＡの自宅の、丙はＣの店舗の所在地）



事案の概要
　ＸはＡと結婚し子も生まれたが、約14年後に
別居した（Ｘが転居した）。本件はＸとＡが別居
中（後に離婚）に発生した。
　2005年にＸはＹ１、Ｙ２とそれぞれクレ
ジットカード契約を締結し、本会員として、それ
ぞれ2016年当時利用限度額無制限のカード
と、同利用限度額300万円のカードの貸与を受
けた。またＡを家族会員として家族カード（以
下、それぞれα、βとする）の貸与を受けていた。
　2016年10月６日及び同月24日にα・βを利
用した以下の①～⑦の取引がされた（本件カー
ド利用）。しかしα・βは④、⑦の後にはＡの財布
内にあった。また各日ともＡの姪ＢがＡ自宅に
来ていたが、その間15～20分ほど不在であっ
たとされる。Ｂはカード使用を否認した。

　①～④の利用代金明細書の送付により、Ｘは
上記の利用を知り、高額であるためＡに尋ねた
ところ、身に覚えがない、同日Ｂが遊びに来たの
できっとＢが使用したものである、との回答を
得た。そこで11月１日頃、ＸはＹ１及びＹ２に
電話で、Ｃでのカード利用はＡに覚えがなく、Ｂ
が盗用したと思われる旨連絡した。しかし、
Ｙ１、Ｙ２は、いずれも利用代金の支払いを求め
た（Ｙ１の規約は、カードの紛失・盗難等による
他人のカード使用に起因して生じる一切の債務
は会員が負うとしつつ、連絡や警察への届け出、
所定の手続き等をした場合には、連絡受理日の
60日前以降に発生した損害の支払いを免除す
る旨が定められていた。ただし、Ｙ１は会員の関
係者［詳細は「理由」参照］が紛失・盗難等に関与
又は不正使用した場合は対象外としていた。Ｙ
２も規約において同様に定めていたが［除外さ

れる者の詳細は「解説」参照］、Ｙ２は不正利用に
よる損害を填補するとしていた）。結局Ｘは全額
支払ったため、Ｙ１、Ｙ２に対し、それぞれ、③
⑥、②の全額と遅延損害金の支払いを求め提訴
した。請求理由はＹ１に対しては支払い免除を
しなかった債務不履行による損害賠償請求又は
不当利得の返還、Ｙ２に対しては損害填補義務
違反による債務不履行に基づく損害賠償又は不
当利得の返還である。本判決はいずれも不当利
得の返還義務を認めた。
　本稿では以下の争点につき検討する。
（１）②③⑥は盗難されたα・βが使用されて行

われたものであるか。
（２）③⑥につき、Ｙ１規約所定の支払い免除の

除外事由が存するか。
（３）②につき、Ｙ２規約所定の損害填補の除外

事由が存するか。

理由
１．争点（１）
･ 本件カード利用の状況について
　①④⑤⑦のタクシー利用の場所や金額から、
甲から乙（Ａ自宅所在地）経由で丙（Ｃ所在地）へ
移動し、Ｃで未払い代金を支払い、その後丙から
乙へタクシー移動したと認めた。次いで、①③④
⑥の売上票の署名の筆跡が酷似しており、①～
④・⑤～⑦は各１時間以内の利用であったので、
①～⑦は同一人物による利用であるとした。ま
たα・β裏面や本件以外のカード利用時のＡの
署名と比較すると明らかに筆跡が異なるとし
て、本件カード利用はＡ以外の人物が行ったと
した。α・βの支払い明細には、②③⑥を除き、ホ
ストクラブ利用代金支払いに用いられた形跡は
なく、②③⑥はＡによるＣ利用代金の支払いと
は考え難いとした。加えて、Ａが600万円超のホ
ストクラブの未払い飲食代金支払いのために他
人にα・βを交付する合理的な理由はなく、その
上αは限度額無制限であるのに②③⑥はα・β
双方を使用し３回にわたり決済しているので、

α・βに関する契約内容を知らない人物が②③
⑥を行ったとした。これらの事情から、Ａの承諾
を得ることなくα・βを入手したＡ以外の人物
が、甲からＡ自宅経由でＣにタクシーで向かい、
Ｃで過去の未払い飲食代金を清算後、Ａ自宅ま
でタクシーで移動し、α・βを利用してこれら決
済取引を行ったとした。
･ 本件カード利用を行った人物について
　①⑤直前の時点の乙近隣でのα利用時の各署
名を、α裏面のＡ署名と比較すると、いずれもＡ
本人によるものと認められ、少なくともその時
点ではＡがαを所持・利用していたとした。そし
て本件カード利用が行われた時間帯の６日21～22
時頃、24日19～20時頃のいずれも、ＢがＡ自宅
に滞在し、玄関あるいはリビングに置かれたＡ
のかばん内の財布に入ったα・βを入手する機
会があり、またＡによるαの上記各利用から本
件カード利用がなされるまでの間に、α・βを入
手して①～⑦に用いた上、再びＡの手元に戻す
機会があった人物がＢ以外に存在することは何
ら窺えないとして、α・βを盗用して①～⑦に関
与したのがＢであることが強く推認されるとし
た。これに加え、ＢがＣの常連客として2016年
７月頃から週３回程度の頻度で来店し、未払い
飲食代金も相当な額に上っていたこと、６日・
24日ともＢが屋外に出た時間は短時間である
ことから、Ｂは、６日及び24日、Ａの自宅滞在中
に、Ａの承諾を得ずにα・βを抜き取った上、家
の外に出て知人等の第三者にα・βを交付して、
ＣでＢの未払い飲食代金の清算をするよう依頼
して本件カード利用が行われたものと推認され
るとした。
２．争点（２）
･ 「会員の関係者」による支払いであるか
　Ｙ１は、本件カード利用は「会員の関係者」に
よる支払いであるから、規約（「会員の家族、同居
人、留守人その他会員の委託を受けて身の回り
の世話をする者等、会員の関係者が紛失、盗難等
に関与し、または不正使用した場合」を支払い免

除の対象外の事由とする旨の定め）により支払
い免除対象にならない旨主張する。
　しかし、Ｙ１規約には、上記「会員の関係者」の
意味内容を具体的に定義した定めは存在しない
ところ、Ｙ１は、クレジットカードの不正利用の
リスクを会員に配分する観点から、会員と一定
の関係性のある人物による不正利用を支払い免
除対象から除外する規定であること、「会員の関
係者」として規約に会員の家族等の例示があり、
これらはいずれも会員と共同生活を営むなどし
て社会生活上密接な関係にある者であることか
らすると、上記「会員の関係者」についても、例示
された会員の家族等に準じる程度に社会生活上
密接な関係にある者を指すものと解される。し
かしＢは、Ａの姉の子であるというにとどまり、
本件カード利用当時、ＸやＡと同居も生計を一
にもしておらず、Ａの自宅に月に１回程度遊び
に来るという関係にあったに過ぎないので、Ｘ
あるいはＡの家族、同居人等に準じる程度に社
会生活上密接な関係にあったものとは認められ
ず、Ｙ１規約にいう「会員の関係者」とは言えな
いとした。
･ Ｙ１規約上の管理義務又は届出義務に違反
した状態で生じた盗難であるか

　Ｙ１規約は、「本規約に違反している状況にお
いて紛失、盗難等が生じた場合」を支払い免除の
対象外事由とする旨定めているところ、Ｙ１は、
１）ＸＡの夫婦関係破綻後も、ＸがＡにαを持た
せていたことは、カード管理を第三者に委ねる
ことに該当し、ＸはＡからαを取り戻さなけれ
ばならなかった、２）家族会員等に変更が生じた
場合に該当するため、Ｘは届け出をしなければ
ならなかった、３）ＡがＢにαのある場所を知ら
れていたとして、本件カード利用は、ＸまたはＡ
の管理・届出義務違反状態で生じた盗難で、支払
い免除対象とならない旨主張した。
　しかし、１）については、家族会員である配偶
者に家族カードが貸与されている場合に、当該
配偶者と別居しあるいは婚姻関係が破綻した際

の家族カード返却義務を定めた規定は存在しな
いし、Ａは別居前後を通じて無職で、食費、光熱
費等を含む日常の生活費を、主にα・βを含むＸ
名義のクレジットカード契約に基づく家族カー
ドにより支払っていたことが認められるとこ
ろ、夫婦は、互いに協力し扶助しなければならず
（民法752条）、別居した場合でも、自己と同程度
の生活を保障するいわゆる生活保持義務を負う
ので、2016年10月当時、家族会員であるＡの、
日常的な生活費の支払いのためのα使用が家族
カード貸与の趣旨に反しないとして、Ｘの管理
義務違反はないとした。そもそも、婚姻関係の破
綻の有無は法的評価を含み、婚姻関係の当事者
にさえ必ずしも一義的に明らかな事柄ではない
ことも理由としている。２）についても、婚姻関
係破綻の場合の届け出について具体的に規約に
は定められておらず、婚姻関係の破綻の有無は、
法的評価を含み、必ずしも一義的に明らかでは
ないことを考慮すると、届出義務を負わないと
した。３）については、Ｂは、αがＡのかばん内の
財布にあることを何らかの機会に知り、αを盗
用したものと考えられるが、クレジットカード
を財布の中に入れ、その財布をかばんの中に入
れること自体はカードの通常の使用方法であ
り、自宅においてカードの入った財布をかばん
の中に入れて置いておくことが特段盗難の危険
性が高いということもできないので、Ａが規約
による管理義務を怠ったとは言えないとした。
この他に、Ｘが別居時に自身の住所変更をして
おらず、この点は規約違反であるが、本判決は、
Ｂの家族カード盗用と、Ｘの住所変更届出の有
無の間に関連性がないとして免除の対象外とは
ならないとした。
３．争点（３）
　争点（３）は、争点（２）と概ね同じ理由で、填補
義務発生の除外事由の存在を否定した。ここで
はＡの重過失や善管注意義務違反の有無も判断
され、前記３）の事情と、Ｂは長年Ａと交流があ
り、当時Ｂが月１回程度Ａの自宅に遊びに来る

ことがあったが、過去のＢのＡ所持品無断持ち
去り等は窺われず、Ｂのα・β盗用は容易に想定
し難い事態であったというべきで、またα・βの
自宅外持ち出しは１時間にも満たず、Ｂ自身は
15～20分程度外に出ただけであったので、夕
食の準備をしてＢや子と夕食をとっていたＡが
カード持ち出しに気付くことも困難であったと
して、Ａがα・βをＢの訪問時に自身の目の届く
場所やＢの出入りできない場所に置くべき義務
まで負わず、Ｂの盗用につきＡに重過失はない
とした。

解説
１．事実認定について
　クレジットカードの不正利用事案の場合、不
正利用の立証が難しい場合がある。争点（１）は、
立証のための情報収集においてどのような事項
に注目すべきか、参考になる。
２．クレジットカード不正利用の支払い免除等
について

　クレジットカードの不正利用につき、多くの
カード規約は、原則として会員が支払い義務を
負うとしつつ、一定の場合には支払わずに済む
規定を置くが、除外事由も存在し、本件ではこの
除外事由の有無が問題となった。具体的には、家
族等による不正使用と、別居や婚姻関係破綻の
場合の配偶者の家族カードの取扱いである。
　家族等による不正使用として、Ｙ１は「理由」
記載の場合を、Ｙ２は「会員の家族・同居人・当社
から送付したカードまたはチケット等の受領の
代理人による不正使用に起因する場合」を除外
事由として規約に定めているが、いずれも対象
者の範囲が明確とは言えない。義姪は親族だが、
「会員の家族」かは不明である。本判決は、Ｙ１、
Ｙ２ともに、「クレジットカードの不正利用のリ
スクを会員に配分する観点から、会員と一定の
関係性のある人物による不正利用」を対象から
除外する規定であること、そして例示や併記さ
れている者から、Ｙ１の「会員の関係者」を「例示
された会員の家族等に準じる程度に社会生活上

密接な関係にある者」とし、Ｙ２の「会員の家族」
を「会員と共同生活を営み、社会生活上密接な関
係にある親族」と解し、これを基準に判断した。
判決が「社会生活上密接な関係」概念をもとに、
親族であるかだけでなく、同居の有無なども判
断材料として検討したことには合理性がある。
なおＹ２は、カード保管場所に会員の同伴なく
単独で出入りすることが許容される程度に社会
生活上密接な関係にある親族を指すと主張した
が、判決は、ＢがＡ宅の鍵を預かるなどして自由
に出入りできたわけでもなく、Ａが自宅にいる
際にあらかじめ了解を得て遊びに来るという程
度の関係であり、ＡがＢにカード保管場所を教
えたわけでもないなどとして、Ｂは該当しない
としている。この点も参考になろう。本判決のよ
うに、クレジットカードの家族利用に関し「社会
生活上密接な関係」を用いた判決として参考判
例①、参考判例②がある。
　別居中あるいは婚姻関係が破綻した配偶者が
家族カードを保有する場合の、管理義務・届出義
務についての判断理由も非常に説得力があり、
首肯できる。判決指摘の通り、別居や婚姻関係の
破綻は法的価値判断を含み、義務発生の基準と
して適切に機能するか疑問が残る。ただし本判
決は別居等を理由とする家族カード返還義務や
届出義務が規約にないことも判断根拠にしてお
り、これを受けて、もしもこれらが規約に定めら
れたときには注意が必要である。

 参考判例
①さいたま地方裁判所平成19年６月１日判決
　（裁判所ウェブサイト）
②札幌地方裁判所平成７年８月30日判決
　（判例タイムズ902号119頁）
③東京地方裁判所平成28年５月17 日判決
　（LEX/DB25534060）
④大阪地方裁判所平成５年10月18日判決
　（判例タイムズ845号254頁、判例時報1488号
122頁）
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事案の概要
　ＸはＡと結婚し子も生まれたが、約14年後に
別居した（Ｘが転居した）。本件はＸとＡが別居
中（後に離婚）に発生した。
　2005年にＸはＹ１、Ｙ２とそれぞれクレ
ジットカード契約を締結し、本会員として、それ
ぞれ2016年当時利用限度額無制限のカード
と、同利用限度額300万円のカードの貸与を受
けた。またＡを家族会員として家族カード（以
下、それぞれα、βとする）の貸与を受けていた。
　2016年10月６日及び同月24日にα・βを利
用した以下の①～⑦の取引がされた（本件カー
ド利用）。しかしα・βは④、⑦の後にはＡの財布
内にあった。また各日ともＡの姪ＢがＡ自宅に
来ていたが、その間15～20分ほど不在であっ
たとされる。Ｂはカード使用を否認した。

　①～④の利用代金明細書の送付により、Ｘは
上記の利用を知り、高額であるためＡに尋ねた
ところ、身に覚えがない、同日Ｂが遊びに来たの
できっとＢが使用したものである、との回答を
得た。そこで11月１日頃、ＸはＹ１及びＹ２に
電話で、Ｃでのカード利用はＡに覚えがなく、Ｂ
が盗用したと思われる旨連絡した。しかし、
Ｙ１、Ｙ２は、いずれも利用代金の支払いを求め
た（Ｙ１の規約は、カードの紛失・盗難等による
他人のカード使用に起因して生じる一切の債務
は会員が負うとしつつ、連絡や警察への届け出、
所定の手続き等をした場合には、連絡受理日の
60日前以降に発生した損害の支払いを免除す
る旨が定められていた。ただし、Ｙ１は会員の関
係者［詳細は「理由」参照］が紛失・盗難等に関与
又は不正使用した場合は対象外としていた。Ｙ
２も規約において同様に定めていたが［除外さ

れる者の詳細は「解説」参照］、Ｙ２は不正利用に
よる損害を填補するとしていた）。結局Ｘは全額
支払ったため、Ｙ１、Ｙ２に対し、それぞれ、③
⑥、②の全額と遅延損害金の支払いを求め提訴
した。請求理由はＹ１に対しては支払い免除を
しなかった債務不履行による損害賠償請求又は
不当利得の返還、Ｙ２に対しては損害填補義務
違反による債務不履行に基づく損害賠償又は不
当利得の返還である。本判決はいずれも不当利
得の返還義務を認めた。
　本稿では以下の争点につき検討する。
（１）②③⑥は盗難されたα・βが使用されて行

われたものであるか。
（２）③⑥につき、Ｙ１規約所定の支払い免除の

除外事由が存するか。
（３）②につき、Ｙ２規約所定の損害填補の除外

事由が存するか。

理由
１．争点（１）
･ 本件カード利用の状況について
　①④⑤⑦のタクシー利用の場所や金額から、
甲から乙（Ａ自宅所在地）経由で丙（Ｃ所在地）へ
移動し、Ｃで未払い代金を支払い、その後丙から
乙へタクシー移動したと認めた。次いで、①③④
⑥の売上票の署名の筆跡が酷似しており、①～
④・⑤～⑦は各１時間以内の利用であったので、
①～⑦は同一人物による利用であるとした。ま
たα・β裏面や本件以外のカード利用時のＡの
署名と比較すると明らかに筆跡が異なるとし
て、本件カード利用はＡ以外の人物が行ったと
した。α・βの支払い明細には、②③⑥を除き、ホ
ストクラブ利用代金支払いに用いられた形跡は
なく、②③⑥はＡによるＣ利用代金の支払いと
は考え難いとした。加えて、Ａが600万円超のホ
ストクラブの未払い飲食代金支払いのために他
人にα・βを交付する合理的な理由はなく、その
上αは限度額無制限であるのに②③⑥はα・β
双方を使用し３回にわたり決済しているので、

α・βに関する契約内容を知らない人物が②③
⑥を行ったとした。これらの事情から、Ａの承諾
を得ることなくα・βを入手したＡ以外の人物
が、甲からＡ自宅経由でＣにタクシーで向かい、
Ｃで過去の未払い飲食代金を清算後、Ａ自宅ま
でタクシーで移動し、α・βを利用してこれら決
済取引を行ったとした。
･ 本件カード利用を行った人物について
　①⑤直前の時点の乙近隣でのα利用時の各署
名を、α裏面のＡ署名と比較すると、いずれもＡ
本人によるものと認められ、少なくともその時
点ではＡがαを所持・利用していたとした。そし
て本件カード利用が行われた時間帯の６日21～22
時頃、24日19～20時頃のいずれも、ＢがＡ自宅
に滞在し、玄関あるいはリビングに置かれたＡ
のかばん内の財布に入ったα・βを入手する機
会があり、またＡによるαの上記各利用から本
件カード利用がなされるまでの間に、α・βを入
手して①～⑦に用いた上、再びＡの手元に戻す
機会があった人物がＢ以外に存在することは何
ら窺えないとして、α・βを盗用して①～⑦に関
与したのがＢであることが強く推認されるとし
た。これに加え、ＢがＣの常連客として2016年
７月頃から週３回程度の頻度で来店し、未払い
飲食代金も相当な額に上っていたこと、６日・
24日ともＢが屋外に出た時間は短時間である
ことから、Ｂは、６日及び24日、Ａの自宅滞在中
に、Ａの承諾を得ずにα・βを抜き取った上、家
の外に出て知人等の第三者にα・βを交付して、
ＣでＢの未払い飲食代金の清算をするよう依頼
して本件カード利用が行われたものと推認され
るとした。
２．争点（２）
･ 「会員の関係者」による支払いであるか
　Ｙ１は、本件カード利用は「会員の関係者」に
よる支払いであるから、規約（「会員の家族、同居
人、留守人その他会員の委託を受けて身の回り
の世話をする者等、会員の関係者が紛失、盗難等
に関与し、または不正使用した場合」を支払い免

除の対象外の事由とする旨の定め）により支払
い免除対象にならない旨主張する。
　しかし、Ｙ１規約には、上記「会員の関係者」の
意味内容を具体的に定義した定めは存在しない
ところ、Ｙ１は、クレジットカードの不正利用の
リスクを会員に配分する観点から、会員と一定
の関係性のある人物による不正利用を支払い免
除対象から除外する規定であること、「会員の関
係者」として規約に会員の家族等の例示があり、
これらはいずれも会員と共同生活を営むなどし
て社会生活上密接な関係にある者であることか
らすると、上記「会員の関係者」についても、例示
された会員の家族等に準じる程度に社会生活上
密接な関係にある者を指すものと解される。し
かしＢは、Ａの姉の子であるというにとどまり、
本件カード利用当時、ＸやＡと同居も生計を一
にもしておらず、Ａの自宅に月に１回程度遊び
に来るという関係にあったに過ぎないので、Ｘ
あるいはＡの家族、同居人等に準じる程度に社
会生活上密接な関係にあったものとは認められ
ず、Ｙ１規約にいう「会員の関係者」とは言えな
いとした。
･ Ｙ１規約上の管理義務又は届出義務に違反
した状態で生じた盗難であるか

　Ｙ１規約は、「本規約に違反している状況にお
いて紛失、盗難等が生じた場合」を支払い免除の
対象外事由とする旨定めているところ、Ｙ１は、
１）ＸＡの夫婦関係破綻後も、ＸがＡにαを持た
せていたことは、カード管理を第三者に委ねる
ことに該当し、ＸはＡからαを取り戻さなけれ
ばならなかった、２）家族会員等に変更が生じた
場合に該当するため、Ｘは届け出をしなければ
ならなかった、３）ＡがＢにαのある場所を知ら
れていたとして、本件カード利用は、ＸまたはＡ
の管理・届出義務違反状態で生じた盗難で、支払
い免除対象とならない旨主張した。
　しかし、１）については、家族会員である配偶
者に家族カードが貸与されている場合に、当該
配偶者と別居しあるいは婚姻関係が破綻した際

の家族カード返却義務を定めた規定は存在しな
いし、Ａは別居前後を通じて無職で、食費、光熱
費等を含む日常の生活費を、主にα・βを含むＸ
名義のクレジットカード契約に基づく家族カー
ドにより支払っていたことが認められるとこ
ろ、夫婦は、互いに協力し扶助しなければならず
（民法752条）、別居した場合でも、自己と同程度
の生活を保障するいわゆる生活保持義務を負う
ので、2016年10月当時、家族会員であるＡの、
日常的な生活費の支払いのためのα使用が家族
カード貸与の趣旨に反しないとして、Ｘの管理
義務違反はないとした。そもそも、婚姻関係の破
綻の有無は法的評価を含み、婚姻関係の当事者
にさえ必ずしも一義的に明らかな事柄ではない
ことも理由としている。２）についても、婚姻関
係破綻の場合の届け出について具体的に規約に
は定められておらず、婚姻関係の破綻の有無は、
法的評価を含み、必ずしも一義的に明らかでは
ないことを考慮すると、届出義務を負わないと
した。３）については、Ｂは、αがＡのかばん内の
財布にあることを何らかの機会に知り、αを盗
用したものと考えられるが、クレジットカード
を財布の中に入れ、その財布をかばんの中に入
れること自体はカードの通常の使用方法であ
り、自宅においてカードの入った財布をかばん
の中に入れて置いておくことが特段盗難の危険
性が高いということもできないので、Ａが規約
による管理義務を怠ったとは言えないとした。
この他に、Ｘが別居時に自身の住所変更をして
おらず、この点は規約違反であるが、本判決は、
Ｂの家族カード盗用と、Ｘの住所変更届出の有
無の間に関連性がないとして免除の対象外とは
ならないとした。
３．争点（３）
　争点（３）は、争点（２）と概ね同じ理由で、填補
義務発生の除外事由の存在を否定した。ここで
はＡの重過失や善管注意義務違反の有無も判断
され、前記３）の事情と、Ｂは長年Ａと交流があ
り、当時Ｂが月１回程度Ａの自宅に遊びに来る

ことがあったが、過去のＢのＡ所持品無断持ち
去り等は窺われず、Ｂのα・β盗用は容易に想定
し難い事態であったというべきで、またα・βの
自宅外持ち出しは１時間にも満たず、Ｂ自身は
15～20分程度外に出ただけであったので、夕
食の準備をしてＢや子と夕食をとっていたＡが
カード持ち出しに気付くことも困難であったと
して、Ａがα・βをＢの訪問時に自身の目の届く
場所やＢの出入りできない場所に置くべき義務
まで負わず、Ｂの盗用につきＡに重過失はない
とした。

解説
１．事実認定について
　クレジットカードの不正利用事案の場合、不
正利用の立証が難しい場合がある。争点（１）は、
立証のための情報収集においてどのような事項
に注目すべきか、参考になる。
２．クレジットカード不正利用の支払い免除等
について

　クレジットカードの不正利用につき、多くの
カード規約は、原則として会員が支払い義務を
負うとしつつ、一定の場合には支払わずに済む
規定を置くが、除外事由も存在し、本件ではこの
除外事由の有無が問題となった。具体的には、家
族等による不正使用と、別居や婚姻関係破綻の
場合の配偶者の家族カードの取扱いである。
　家族等による不正使用として、Ｙ１は「理由」
記載の場合を、Ｙ２は「会員の家族・同居人・当社
から送付したカードまたはチケット等の受領の
代理人による不正使用に起因する場合」を除外
事由として規約に定めているが、いずれも対象
者の範囲が明確とは言えない。義姪は親族だが、
「会員の家族」かは不明である。本判決は、Ｙ１、
Ｙ２ともに、「クレジットカードの不正利用のリ
スクを会員に配分する観点から、会員と一定の
関係性のある人物による不正利用」を対象から
除外する規定であること、そして例示や併記さ
れている者から、Ｙ１の「会員の関係者」を「例示
された会員の家族等に準じる程度に社会生活上

密接な関係にある者」とし、Ｙ２の「会員の家族」
を「会員と共同生活を営み、社会生活上密接な関
係にある親族」と解し、これを基準に判断した。
判決が「社会生活上密接な関係」概念をもとに、
親族であるかだけでなく、同居の有無なども判
断材料として検討したことには合理性がある。
なおＹ２は、カード保管場所に会員の同伴なく
単独で出入りすることが許容される程度に社会
生活上密接な関係にある親族を指すと主張した
が、判決は、ＢがＡ宅の鍵を預かるなどして自由
に出入りできたわけでもなく、Ａが自宅にいる
際にあらかじめ了解を得て遊びに来るという程
度の関係であり、ＡがＢにカード保管場所を教
えたわけでもないなどとして、Ｂは該当しない
としている。この点も参考になろう。本判決のよ
うに、クレジットカードの家族利用に関し「社会
生活上密接な関係」を用いた判決として参考判
例①、参考判例②がある。
　別居中あるいは婚姻関係が破綻した配偶者が
家族カードを保有する場合の、管理義務・届出義
務についての判断理由も非常に説得力があり、
首肯できる。判決指摘の通り、別居や婚姻関係の
破綻は法的価値判断を含み、義務発生の基準と
して適切に機能するか疑問が残る。ただし本判
決は別居等を理由とする家族カード返還義務や
届出義務が規約にないことも判断根拠にしてお
り、これを受けて、もしもこれらが規約に定めら
れたときには注意が必要である。

 参考判例
①さいたま地方裁判所平成19年６月１日判決
　（裁判所ウェブサイト）
②札幌地方裁判所平成７年８月30日判決
　（判例タイムズ902号119頁）
③東京地方裁判所平成28年５月17 日判決
　（LEX/DB25534060）
④大阪地方裁判所平成５年10月18日判決
　（判例タイムズ845号254頁、判例時報1488号
122頁）
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事案の概要
　ＸはＡと結婚し子も生まれたが、約14年後に
別居した（Ｘが転居した）。本件はＸとＡが別居
中（後に離婚）に発生した。
　2005年にＸはＹ１、Ｙ２とそれぞれクレ
ジットカード契約を締結し、本会員として、それ
ぞれ2016年当時利用限度額無制限のカード
と、同利用限度額300万円のカードの貸与を受
けた。またＡを家族会員として家族カード（以
下、それぞれα、βとする）の貸与を受けていた。
　2016年10月６日及び同月24日にα・βを利
用した以下の①～⑦の取引がされた（本件カー
ド利用）。しかしα・βは④、⑦の後にはＡの財布
内にあった。また各日ともＡの姪ＢがＡ自宅に
来ていたが、その間15～20分ほど不在であっ
たとされる。Ｂはカード使用を否認した。

　①～④の利用代金明細書の送付により、Ｘは
上記の利用を知り、高額であるためＡに尋ねた
ところ、身に覚えがない、同日Ｂが遊びに来たの
できっとＢが使用したものである、との回答を
得た。そこで11月１日頃、ＸはＹ１及びＹ２に
電話で、Ｃでのカード利用はＡに覚えがなく、Ｂ
が盗用したと思われる旨連絡した。しかし、
Ｙ１、Ｙ２は、いずれも利用代金の支払いを求め
た（Ｙ１の規約は、カードの紛失・盗難等による
他人のカード使用に起因して生じる一切の債務
は会員が負うとしつつ、連絡や警察への届け出、
所定の手続き等をした場合には、連絡受理日の
60日前以降に発生した損害の支払いを免除す
る旨が定められていた。ただし、Ｙ１は会員の関
係者［詳細は「理由」参照］が紛失・盗難等に関与
又は不正使用した場合は対象外としていた。Ｙ
２も規約において同様に定めていたが［除外さ

れる者の詳細は「解説」参照］、Ｙ２は不正利用に
よる損害を填補するとしていた）。結局Ｘは全額
支払ったため、Ｙ１、Ｙ２に対し、それぞれ、③
⑥、②の全額と遅延損害金の支払いを求め提訴
した。請求理由はＹ１に対しては支払い免除を
しなかった債務不履行による損害賠償請求又は
不当利得の返還、Ｙ２に対しては損害填補義務
違反による債務不履行に基づく損害賠償又は不
当利得の返還である。本判決はいずれも不当利
得の返還義務を認めた。
　本稿では以下の争点につき検討する。
（１）②③⑥は盗難されたα・βが使用されて行

われたものであるか。
（２）③⑥につき、Ｙ１規約所定の支払い免除の

除外事由が存するか。
（３）②につき、Ｙ２規約所定の損害填補の除外

事由が存するか。

理由
１．争点（１）
･ 本件カード利用の状況について
　①④⑤⑦のタクシー利用の場所や金額から、
甲から乙（Ａ自宅所在地）経由で丙（Ｃ所在地）へ
移動し、Ｃで未払い代金を支払い、その後丙から
乙へタクシー移動したと認めた。次いで、①③④
⑥の売上票の署名の筆跡が酷似しており、①～
④・⑤～⑦は各１時間以内の利用であったので、
①～⑦は同一人物による利用であるとした。ま
たα・β裏面や本件以外のカード利用時のＡの
署名と比較すると明らかに筆跡が異なるとし
て、本件カード利用はＡ以外の人物が行ったと
した。α・βの支払い明細には、②③⑥を除き、ホ
ストクラブ利用代金支払いに用いられた形跡は
なく、②③⑥はＡによるＣ利用代金の支払いと
は考え難いとした。加えて、Ａが600万円超のホ
ストクラブの未払い飲食代金支払いのために他
人にα・βを交付する合理的な理由はなく、その
上αは限度額無制限であるのに②③⑥はα・β
双方を使用し３回にわたり決済しているので、

α・βに関する契約内容を知らない人物が②③
⑥を行ったとした。これらの事情から、Ａの承諾
を得ることなくα・βを入手したＡ以外の人物
が、甲からＡ自宅経由でＣにタクシーで向かい、
Ｃで過去の未払い飲食代金を清算後、Ａ自宅ま
でタクシーで移動し、α・βを利用してこれら決
済取引を行ったとした。
･ 本件カード利用を行った人物について
　①⑤直前の時点の乙近隣でのα利用時の各署
名を、α裏面のＡ署名と比較すると、いずれもＡ
本人によるものと認められ、少なくともその時
点ではＡがαを所持・利用していたとした。そし
て本件カード利用が行われた時間帯の６日21～22
時頃、24日19～20時頃のいずれも、ＢがＡ自宅
に滞在し、玄関あるいはリビングに置かれたＡ
のかばん内の財布に入ったα・βを入手する機
会があり、またＡによるαの上記各利用から本
件カード利用がなされるまでの間に、α・βを入
手して①～⑦に用いた上、再びＡの手元に戻す
機会があった人物がＢ以外に存在することは何
ら窺えないとして、α・βを盗用して①～⑦に関
与したのがＢであることが強く推認されるとし
た。これに加え、ＢがＣの常連客として2016年
７月頃から週３回程度の頻度で来店し、未払い
飲食代金も相当な額に上っていたこと、６日・
24日ともＢが屋外に出た時間は短時間である
ことから、Ｂは、６日及び24日、Ａの自宅滞在中
に、Ａの承諾を得ずにα・βを抜き取った上、家
の外に出て知人等の第三者にα・βを交付して、
ＣでＢの未払い飲食代金の清算をするよう依頼
して本件カード利用が行われたものと推認され
るとした。
２．争点（２）
･ 「会員の関係者」による支払いであるか
　Ｙ１は、本件カード利用は「会員の関係者」に
よる支払いであるから、規約（「会員の家族、同居
人、留守人その他会員の委託を受けて身の回り
の世話をする者等、会員の関係者が紛失、盗難等
に関与し、または不正使用した場合」を支払い免

除の対象外の事由とする旨の定め）により支払
い免除対象にならない旨主張する。
　しかし、Ｙ１規約には、上記「会員の関係者」の
意味内容を具体的に定義した定めは存在しない
ところ、Ｙ１は、クレジットカードの不正利用の
リスクを会員に配分する観点から、会員と一定
の関係性のある人物による不正利用を支払い免
除対象から除外する規定であること、「会員の関
係者」として規約に会員の家族等の例示があり、
これらはいずれも会員と共同生活を営むなどし
て社会生活上密接な関係にある者であることか
らすると、上記「会員の関係者」についても、例示
された会員の家族等に準じる程度に社会生活上
密接な関係にある者を指すものと解される。し
かしＢは、Ａの姉の子であるというにとどまり、
本件カード利用当時、ＸやＡと同居も生計を一
にもしておらず、Ａの自宅に月に１回程度遊び
に来るという関係にあったに過ぎないので、Ｘ
あるいはＡの家族、同居人等に準じる程度に社
会生活上密接な関係にあったものとは認められ
ず、Ｙ１規約にいう「会員の関係者」とは言えな
いとした。
･ Ｙ１規約上の管理義務又は届出義務に違反
した状態で生じた盗難であるか

　Ｙ１規約は、「本規約に違反している状況にお
いて紛失、盗難等が生じた場合」を支払い免除の
対象外事由とする旨定めているところ、Ｙ１は、
１）ＸＡの夫婦関係破綻後も、ＸがＡにαを持た
せていたことは、カード管理を第三者に委ねる
ことに該当し、ＸはＡからαを取り戻さなけれ
ばならなかった、２）家族会員等に変更が生じた
場合に該当するため、Ｘは届け出をしなければ
ならなかった、３）ＡがＢにαのある場所を知ら
れていたとして、本件カード利用は、ＸまたはＡ
の管理・届出義務違反状態で生じた盗難で、支払
い免除対象とならない旨主張した。
　しかし、１）については、家族会員である配偶
者に家族カードが貸与されている場合に、当該
配偶者と別居しあるいは婚姻関係が破綻した際

の家族カード返却義務を定めた規定は存在しな
いし、Ａは別居前後を通じて無職で、食費、光熱
費等を含む日常の生活費を、主にα・βを含むＸ
名義のクレジットカード契約に基づく家族カー
ドにより支払っていたことが認められるとこ
ろ、夫婦は、互いに協力し扶助しなければならず
（民法752条）、別居した場合でも、自己と同程度
の生活を保障するいわゆる生活保持義務を負う
ので、2016年10月当時、家族会員であるＡの、
日常的な生活費の支払いのためのα使用が家族
カード貸与の趣旨に反しないとして、Ｘの管理
義務違反はないとした。そもそも、婚姻関係の破
綻の有無は法的評価を含み、婚姻関係の当事者
にさえ必ずしも一義的に明らかな事柄ではない
ことも理由としている。２）についても、婚姻関
係破綻の場合の届け出について具体的に規約に
は定められておらず、婚姻関係の破綻の有無は、
法的評価を含み、必ずしも一義的に明らかでは
ないことを考慮すると、届出義務を負わないと
した。３）については、Ｂは、αがＡのかばん内の
財布にあることを何らかの機会に知り、αを盗
用したものと考えられるが、クレジットカード
を財布の中に入れ、その財布をかばんの中に入
れること自体はカードの通常の使用方法であ
り、自宅においてカードの入った財布をかばん
の中に入れて置いておくことが特段盗難の危険
性が高いということもできないので、Ａが規約
による管理義務を怠ったとは言えないとした。
この他に、Ｘが別居時に自身の住所変更をして
おらず、この点は規約違反であるが、本判決は、
Ｂの家族カード盗用と、Ｘの住所変更届出の有
無の間に関連性がないとして免除の対象外とは
ならないとした。
３．争点（３）
　争点（３）は、争点（２）と概ね同じ理由で、填補
義務発生の除外事由の存在を否定した。ここで
はＡの重過失や善管注意義務違反の有無も判断
され、前記３）の事情と、Ｂは長年Ａと交流があ
り、当時Ｂが月１回程度Ａの自宅に遊びに来る

ことがあったが、過去のＢのＡ所持品無断持ち
去り等は窺われず、Ｂのα・β盗用は容易に想定
し難い事態であったというべきで、またα・βの
自宅外持ち出しは１時間にも満たず、Ｂ自身は
15～20分程度外に出ただけであったので、夕
食の準備をしてＢや子と夕食をとっていたＡが
カード持ち出しに気付くことも困難であったと
して、Ａがα・βをＢの訪問時に自身の目の届く
場所やＢの出入りできない場所に置くべき義務
まで負わず、Ｂの盗用につきＡに重過失はない
とした。

解説
１．事実認定について
　クレジットカードの不正利用事案の場合、不
正利用の立証が難しい場合がある。争点（１）は、
立証のための情報収集においてどのような事項
に注目すべきか、参考になる。
２．クレジットカード不正利用の支払い免除等
について

　クレジットカードの不正利用につき、多くの
カード規約は、原則として会員が支払い義務を
負うとしつつ、一定の場合には支払わずに済む
規定を置くが、除外事由も存在し、本件ではこの
除外事由の有無が問題となった。具体的には、家
族等による不正使用と、別居や婚姻関係破綻の
場合の配偶者の家族カードの取扱いである。
　家族等による不正使用として、Ｙ１は「理由」
記載の場合を、Ｙ２は「会員の家族・同居人・当社
から送付したカードまたはチケット等の受領の
代理人による不正使用に起因する場合」を除外
事由として規約に定めているが、いずれも対象
者の範囲が明確とは言えない。義姪は親族だが、
「会員の家族」かは不明である。本判決は、Ｙ１、
Ｙ２ともに、「クレジットカードの不正利用のリ
スクを会員に配分する観点から、会員と一定の
関係性のある人物による不正利用」を対象から
除外する規定であること、そして例示や併記さ
れている者から、Ｙ１の「会員の関係者」を「例示
された会員の家族等に準じる程度に社会生活上

密接な関係にある者」とし、Ｙ２の「会員の家族」
を「会員と共同生活を営み、社会生活上密接な関
係にある親族」と解し、これを基準に判断した。
判決が「社会生活上密接な関係」概念をもとに、
親族であるかだけでなく、同居の有無なども判
断材料として検討したことには合理性がある。
なおＹ２は、カード保管場所に会員の同伴なく
単独で出入りすることが許容される程度に社会
生活上密接な関係にある親族を指すと主張した
が、判決は、ＢがＡ宅の鍵を預かるなどして自由
に出入りできたわけでもなく、Ａが自宅にいる
際にあらかじめ了解を得て遊びに来るという程
度の関係であり、ＡがＢにカード保管場所を教
えたわけでもないなどとして、Ｂは該当しない
としている。この点も参考になろう。本判決のよ
うに、クレジットカードの家族利用に関し「社会
生活上密接な関係」を用いた判決として参考判
例①、参考判例②がある。
　別居中あるいは婚姻関係が破綻した配偶者が
家族カードを保有する場合の、管理義務・届出義
務についての判断理由も非常に説得力があり、
首肯できる。判決指摘の通り、別居や婚姻関係の
破綻は法的価値判断を含み、義務発生の基準と
して適切に機能するか疑問が残る。ただし本判
決は別居等を理由とする家族カード返還義務や
届出義務が規約にないことも判断根拠にしてお
り、これを受けて、もしもこれらが規約に定めら
れたときには注意が必要である。

 参考判例
①さいたま地方裁判所平成19年６月１日判決
　（裁判所ウェブサイト）
②札幌地方裁判所平成７年８月30日判決
　（判例タイムズ902号119頁）
③東京地方裁判所平成28年５月17 日判決
　（LEX/DB25534060）
④大阪地方裁判所平成５年10月18日判決
　（判例タイムズ845号254頁、判例時報1488号
122頁）
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